
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、旧耐震基準（昭和 56 年 5 月 31 日以前の耐震基準）で建築された建築物及び昭和 56 年 6
月 1 日以降平成 12 年５月 31 日以前に着工された木造住宅について、地震に対する安全性の向上を計
画的に促進し、倒壊等による被害から市⺠の⽣命及び財産を保護することを目的として策定します。
現行の第３期計画が最終年度を迎えたため、新たに策定する第４期計画の素案について、市⺠の皆様
のご意見を募集します。 
 
 
(1) 計画期間 

   令和８年度から令和 12 年度までの５年間 
(2) 新たな耐震化の目標 

住宅 
耐震診断義務付け対象建築物 

旧耐震基準 昭和 56 年 6 月 1 日以降平成 12 年５月
31 日以前に着工された木造⼾建て住宅 ⼾建て住宅 共同住宅 大規模義務建築物 沿道義務建築物 

おおむね解消 
耐震性が不十分な⼾数を約 3.4 万⼾から

約 2.4 万⼾まで減少 
おおむね解消 

通行障害解消率
93％ 

 
 

 
 
【募集期間】令和８年１月８日（木）から令和８年２月６日（金）まで ※必着 
【提出方法】①郵送又は持参：〒231-0005 

横浜市中区本町６丁目 50-10 横浜市建築局建築防災課 耐震担当 
      ②電子メール ：kc-taisokuiken@city.yokohama.lg.jp 
      ③FAX    ：045-663-3255 
      ④電子申請・届出サービス ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 
 

【素案冊子閲覧場所及び概要版の配架場所】 
素案冊子は、区役所広報相談係、市⺠情報センター及び建築局建築防災課で閲覧できます。 
概要版は、区役所広報相談係、市⺠情報センター及び建築局建築防災課で配布しています。 
素案冊子及び概要版は横浜市のホームページでもご覧いただけます。こども向けもこちら。▶ 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/daiyonnkitaisokuiken.html 

 

 
 
令和８年３月 市⺠意⾒募集の結果公表 
令和８年４月 計画の策定、公表 

 

お問合せ先 

建築局建築防災課長  稲葉 真絵  Tel 045-671-3592 

令 和 ８ 年 １ 月 ７ 日 
建 築 局 建 築 防 災 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

〜地震に対する安全性の向上を目指して〜 
第４期横浜市耐震改修促進計画（素案）について 

市⺠の皆様のご意⾒を募集します︕ 

計画の概要 

意見募集の概要 

今後の予定 


